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号機 - 

件名 フロンガスの構外処理における手続きの未実施について 

不適合の 

概要 

 

荒浜側廃棄物焼却設備（管理区域）で管理していたフロンガス※1 について、ボンベに

入れて構外に搬出し廃棄処理をした※2 際、保安規定第 88 条の 2（放射性廃棄物でない  

廃棄物の管理）で定める所定の手続きを実施していなかったことがわかりました。 

 

具体的には、「放射性廃棄物でない廃棄物」として、構外で廃棄する際に求められる  

放射線測定、および記録の確認について、ボンベ内のフロンガスに対して実施していま

せんでした。なお、フロンガスの構外での廃棄処理作業は、フロン排出抑制法に基づき

適切に処理していることを確認しています。 

 

当該のフロンガスは、発電所構内搬入時から、構外で処理するまで外部と接触のない

（密閉された）状態で管理されていること、当該のボンベは、構外搬出の際に放射線  

測定を行い、汚染はないことを確認していることから、外部への放射能の影響はないと

評価しています。 

 

※1：廃棄物焼却設備で廃棄物を焼却する際に出る排ガスを、放射線測定する際に使用 

する冷却装置で用いるフロンガス 

※2：2.3 ㎏のフロンガスを１㎏ボンベ 4 本に分けて取り出し、構外に搬出、廃棄処理   

したもの 

 

 

安全上の重

要度／損傷

の程度 

＜安全上の重要度＞ 

 

安全上重要な機器等 ／ その他 

＜損傷の程度＞ 

□ 法令報告要 

■ 法令報告不要 

□ 調査・検討中 

対応状況 今後、原因調査を実施し、再発防止対策を講じてまいります。 


